
12 

 

 

 

 

 教科：体育（保健領域）  

学習指導要領  解    説  

（３）病気の予防  

ア  病気の予防について理解すること。 

(ｳ) 生活習慣病など生活行動が主な要因

となって起こる病気の予防には、適切

な運動、栄養の偏りのない食事をとる

こと、口腔の衛生を保つことなど、望

ましい生活習慣を身に付ける必要があ

ること。  

 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、

健康を損なう原因となること。  

 

 

(ｳ) 生活行動が主な要因となって起こる病気の予防  

  生活行動が主な要因となって起こる病気として、心臓

や脳の血管が硬くなったりつまったりする病気、むし歯

や歯ぐきの病気などを適宜取り上げ、（略）健康によい

生活習慣を身に付ける必要があることを理解できるよう

にする。  

 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康  

㋐  喫煙については、（略）受動喫煙により周囲の人々の

健康にも影響を及ぼすことを理解できるようにする。ま

た、喫煙を長い間続けるとがんや心臓病などの病気にか

かりやすくなるなどの影響があることについても触れる

ようにする。  

  （略）その際、低年齢からの喫煙や飲酒は特に害が大

きいことについても取り扱うようにし、未成年の喫煙や

飲酒は法律によって禁止されていること、好奇心や周り

の人からの誘いなどがきっかけで喫煙や飲酒を開始する

場合があることについても触れるようにする。  

 

 

 教科：保健体育（保健分野）  

学習指導要領  解    説  

（１）健康な生活と疾病の予防  

ア  健康な生活と疾病の予防について理

解を深めること。  

(ｳ) 生活習慣病などは、運動不足、食事

の量や質の偏り、休養や睡眠の不足な

どの生活習慣の乱れが主な要因となっ

て起こること。また、生活習慣病など

の多くは、適切な運動、食事、休養及

び睡眠の調和のとれた生活を実践する

ことによって予防できること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 生活習慣病などの予防  

㋐  生活習慣病の予防  

 （略）その際、運動不足、食事の量や質の偏り、休養や

睡眠の不足、喫煙、過度の飲酒などの不適切な生活行動

を若い年代から続けることによって、やせや肥満などを

引き起こしたり、また、心臓や脳などの血管で動脈硬化

が引き起こされたりすることや、歯肉に炎症等が起きた

り歯を支える組織が損傷したりすることなど、様々な生

活習慣病のリスクが高まることを理解できるようにする。  

  生活習慣病を予防するには、適度な運動を定期的に行

うこと、毎日の食事における量や頻度、栄養素のバラン

スを整えること、喫煙や過度の飲酒をしないこと、口腔

の衛生を保つことなどの生活習慣を身に付けることが有

効であることを理解できるようにする。  

 

㋑  がんの予防  

 がんは、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病で

あり、その要因には不適切な生活習慣をはじめ様々なも

参考資料１  学習指導要領及び学習指導要領解説における  

「がん」に関する記載  

 

 小学校［第５学年及び第６学年］  

 

 中学校［第２学年］  
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(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、

心身に様々な影響を与え、健康を損な

う原因となること。また、これらの行

為には、個人の心理状態や人間関係、

社会環境が影響することから、それぞ

れの要因に適切に対処する必要がある

こと。  

 

 

 

 

(ｶ) 健康の保持増進や疾病の予防のため

には、個人や社会の取組が重要であり、

保健・医療機関を有効に利用すること

が必要であること。また、医薬品は、

正しく使用すること。  

 

 

 

 

 

■  内容の（１）のアの（イ）及び

（ウ）については、食育の観点も踏ま

えつつ健康的な生活習慣の形成に結び

付くように配慮するとともに、（略）

また、がんについても取り扱うものと

する。  

のがあることを理解できるようにする。  

 また、がんの予防には、生活習慣病の予防と同様に、

適切な生活習慣を身に付けることなどが有効であるこ

とを理解できるようにする。  

 なお、㋐、㋑の内容と関連させて、健康診断やがん検診

などで早期に異常を発見できることなどを取り上げ、疾

病の回復についても触れるように配慮するものとする。  

 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康  

㋐  喫煙については、たばこの煙の中にはニコチン、タール

及び一酸化炭素などの有害物質が含まれていること、そ

れらの作用により、毛細血管の収縮、心臓への負担、運動

能力の低下など様々な急性影響が現れること、また、常習

的な喫煙により、がんや心臓病など様々な疾病を起こし

やすくなることを理解できるようにする。特に、未成年者

の喫煙については、身体に大きな影響を及ぼし、ニコチン

の作用などにより依存症になりやすいことを理解できる

ようにする。  

 

(ｶ) 健康の保持増進や疾病の予防には、健康的な生活行動

など個人が行う取組とともに社会の取組が有効であるこ

とを理解できるようにする。社会の取組としては、地域に

は保健所、保健センターなどがあり、個人の取組として各

機関が持つ機能を有効に利用する必要があることを理解

できるようにする。  

その際、住民の健康診断や健康相談などを適宜取り上

げ、健康増進や疾病予防についての地域の保健活動につ

いても理解できるようにする。  

また、心身の状態が不調である場合は、できるだけ早

く医療機関で受診することが重要であることを理解でき

るようにする。さらに、医薬品には、主作用と副作用があ

ること及び、使用回数、使用時間、使用量などの使用法が

あり、正しく使用する必要があることについて理解でき

るようにする。  

 

 

 教科：保健体育（保健）  

学習指導要領  解    説  

（１）現代社会と健康  

ア  現代社会と健康について理解を深め

ること。  

(ｳ) 生活習慣病などの予防と回復  

 健康の保持増進と生活習慣病などの予

防と回復には、運動、食事、休養、及び

睡眠の調和のとれた生活の実践や疾病の

早期発見、及び社会的な対策が必要であ

ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 生活習慣病などの予防と回復  

  がん、脳血管疾患、虚血性心疾患、高血圧症、脂質異

常症、糖尿病などを適宜取り上げ、これらの生活習慣な

どのリスクを軽減し予防するには、適切な運動、食事、

休養及び睡眠など、調和のとれた健康的な生活を続ける

ことが必要であること、定期的な健康診断やがん検診な

どを受診することが必要であることを理解できるように

する。  

  その際、がんについては、肺がん、大腸がん、胃がん

など様々な種類があり、生活習慣のみならず細菌やウイ

ルスの感染などの原因もあることについて理解できるよ

うにする。がんの回復においては、手術療法、化学療法

（抗がん剤など）、放射線療法などの治療法があること、

患者や周囲の人々の生活の質を保つことや緩和ケアが重

要であることについて適宜触れるようにする。  

  また、生活習慣病などの予防と回復には、個人の取組

 高等学校  
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(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康  

 喫煙と飲酒は、生活習慣病などの要因

になること。また、薬物乱用は、心身の

健康や社会に深刻な影響を与えることか

ら行ってはならないこと。それらの対策

には、個人や社会環境への対策が必要で

あること。  

 

 

 

 

（４）健康を支える環境づくり  

ア  健康を支える環境づくりについて理

解を深めること。  

(ｳ) 保健・医療制度及び地域の保健・医

療機関  

 生涯を通じて健康を保持増進するには、

保健・医療制度や地域の保健所、保健セ

ンター、医療機関などを適切に活用する

ことが必要であること。  

 また、医薬品は、有効性や安全性が審

査されており、販売には制限があること。

疾病からの回復や悪化の防止には、医薬

品を正しく使用することが有効であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  （１）のアの（ウ）については、が

んについても取り扱うものとする。  

とともに、健康診断やがん検診の普及、正しい情報の発

信など社会的な対策が必要であることを理解できるよう

にする。  

  なお、日常生活にスポーツを計画的に取り入れること

は生活習慣病などの予防と回復に有効であること、また、

運動や食事について性差による将来の健康課題があるこ

とについて取り上げるよう配慮する。  

 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康  

㋐  喫煙、飲酒と健康  

喫煙や飲酒は、生活習慣病などの要因となり心身の健

康を損ねることを理解できるようにする。その際、周囲

の人々や胎児への影響などにも触れるようにする。  

  また、喫煙や飲酒による健康課題を防止するには、正

しい知識の普及、健全な価値観の育成などの個人への働

きかけ、及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対

策が必要であることを理解できるようにする。その際、

好奇心、自分自身を大切にする気持ちの低下、周囲の人々

の行動、マスメディアの影響、ニコチンやエチルアルコ

ールの薬理作用などが、喫煙や飲酒の開始や継続の要因

となることにも適宜触れるようにする。  

 

(ｳ) 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関  

㋐  我が国の保健・医療制度  

  我が国には、人々の健康を支えるための保健・医療制

度が存在し、行政及びその他の機関などから健康に関す

る情報、医療の供給、医療費の保障も含めた保健・医療

サービスなどが提供されていることについて理解できる

ようにする。  

  その際、介護保険、臓器移植、献血の制度があること

についても適宜触れるようにする。  

 

㋑  地域の保健・医療機関の活用  

  健康を保持増進するためには、検診などを通して自己

の健康上の課題を的確に把握し、地域の保健所や保健セ

ンターなどの保健機関、病院や診療所などの医療機関、

及び保健・医療サービスなどを適切に活用していくこと

などが必要であることについて理解できるようにする。  

  その際、心身の健康の保持増進にとって、豊かなスポ

ーツライフの実現が重要であることから、生涯スポーツ

の実践を支える環境づくりやその活用についても触れる

ようにする。  

 

㋒  医薬品の制度とその活用  

  医薬品は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬

品の三つに大別され、承認制度によってその有効性や安

全性が審査されており、販売に規制が設けられているこ

とについて理解できるようにする。また、疾病からの回

復や悪化の防止には、個々の医薬品の特性を理解した上

で、使用法に関する注意を守り、正しく使うことが必要

であることについて理解できるようにする。その際、副

作用については、予期できるものと、予期することが困

難なものとがあることにも触れるようにする。  
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文部科学省が作成した「がん教育推進のための教材」や、「がん教育推進のための教材  

補助教材」（スライド資料等）は、文部科学省の HP からダウンロードすることができます。  

 
【がん教育推進のための教材】       【がん教育推進のための教材  補助教材】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【小学校版がん教育プログラム 補助教材】 【中学校版がん教育プログラム 補助教材】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外部講師を活用したがん教育ガイドライン】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「がん教育」  

 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1370005.htm 

参考資料２  がん教育推進のための教材  

 


